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◆ 高齢者支援に関するニーズが多様化・複雑化する中で、本人に専門的な助言を行うとともに、家族の負担軽減によ
り介護離職防止にも資するような支援を行うことが重要。
◆ このため、地域包括支援センターによる従来からの対応に加えて、認知症対応型グループホームなど地域の既存資
源を活用して、①本人の生きがいにつながるような支援や専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言、②家族の精
神的・身体的負担軽減につながるような効果的な介護方法や介護に対する不安解消に係る助言などを継続的に行う
『伴走型の支援拠点』を市町村が整備する事業を新たに創設し、支援体制の充実を図る。

【Ｒ３新規事業】認知症本人や家族に対する伴走型支援拠点の整備の推進

【予算項目】（項）介護保険制度運営推進費 （目）介護保険事業費補助金 （認知症総合戦略推進事業） 【実施主体】 市町村 【補助率】 1/2

出典：介護給付費等実態統計月報（令和元年11月審査分）
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【事業実施イメージ】

【参考１】拠点となり得る地域の既存資源の数（該当サービスの請求事業所数）

【参考２】地域包括支援センターにおいて家族介護者支援に関して実施している施策

出典：令和元年度の地域包括支援センター実態調査

・地域の認知症ＧＨなど
に設置。
・認知症ケアに携わる職
員が、日常的な生活相
談や効果的な介護方法
などの助言等を行う。

認知症地域支援推進員

※ １か所当たり 1,520千円（事業費ベース）を想定。（国１／２、市町村１／２）
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・高齢者本人へ
の支援

（相談、介護認
定・介護サービ
スの利用の手
続き、権利擁護
業務など）

・認知症に係
る支援
（認知症本人・
家族への継続
的な支援）

課題に対応

※ 既存の人員配
置の職員のみでは
対応に限界

地域包括支援センター 伴走型支援拠点新

地域包括支援センター・伴走型支援
拠点・認知症地域支援推進員などの
地域の関係機関が相互に連携する。

近年の追加的業務

（令和2年度予算額）3.9億円の内数 → （令和３年度予算案） 5.5億円の内数



 

 

 

 

認知症総合戦略推進事業実施要綱 

（認知症伴走型支援事業 事業内容抜粋） 

 

３ 事業内容 

（５）認知症伴走型支援事業 

認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、特別養護老

人ホーム、小規模多機能型居宅介護等の地域の介護サービス事業所における

既存資源を活用し、認知症の人とその家族に対する専門的な相談・助言等を

日常的かつ継続的に行う伴走型支援拠点の整備を推進することで、認知症の

人やその家族の支援体制の充実を図る。 

ア 具体的な取組例 

    伴走型支援拠点となる介護サービス事業所において、認知症介護に従事

し専門的な知識を持つ職員により、以下のような取組を対応可能な日時を

あらかじめ決定した上で、相談窓口であることを事業所の看板やホームペ

ージ等において明示し、日常的かつ継続的に実施するものとする。 

・ 認知症の人に対して、社会参加活動へ促すなどの生きがいにつながる

ような支援や専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言 

・ 家族に対して、精神的・身体的負担の軽減につながるような効果的な

介護方法や介護に対する不安解消に係る助言 

・ その他、地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等の地域の関

係機関と連携し、認知症に関する相談への助言や認知症ケアパスの作成

への参加、地域包括ケア会議への参加等の認知症施策に関する取組の実

施 

イ 実施に当たっての留意事項 

  （勤務体制の確保等） 

   ・ 認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、特別養

護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護等の、日頃より認知症介護に従

事し専門的な知識を持つ職員が勤務する介護サービス事業所において実

施すること。 

   ・ 介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは本事業費を充てて

実施する事業の対象としないものとする。 

このため、本事業は、当該認知症高齢者グループホーム（認知症対 

応型共同生活介護事業所）等がその利用者に提供している介護サービス

とは別に行われるものであり、この場合については、事業所等の職員

は、当該介護サービスの提供業務に従事すべき時間帯と本事業に従事す

る時間帯とを明確に区別すること。なお、これは、管理者等の常勤専従

の職員が本事業に従事すること禁止するものではなく、当該事業所等の

業務に支障のない範囲であれば、各々の職務に従事すべき時間帯が明確

に区分された上で従事することは差し支えないという趣旨である点に留



 

 

意すること。 

・ 本事業所に従事する職員は、認知症介護指導者研修、認知症介護実践

リーダー研修、認知症介護実践者研修等の認知症介護に係る対応力向上

のための研修を修了していることが望ましいこと。 

（広報） 

・ 対応可能な日時の設定については、認知症の人や家族の利便性を考慮

の上であらかじめ決定し、ホームページ等で対外的に公表すること。 

また、必要に応じて夜間等の時間外の相談についても対応可能とす 

ることが望ましいこと。 

   ・ 市町村は、地域包括支援センター等と連携の上、本事業の実施につい

て認知症の人やその家族等に広く周知し、利用が促進されるよう努める

こと。 

  （地域との連携等） 

・ 市町村は、地域包括支援センターをはじめとした地域の相談機関で把

握した案件のうち、継続的な支援が必要なものを伴走型支援拠点へ円滑

につなぐことが可能となるよう、地域包括支援センターや認知症地域支

援員等の地域の関係機関との連携体制を整備すること。 

・ 伴走型支援拠点で直接受け付けた相談のうち、他の関係機関による支

援が必要である場合には、地域包括支援センターと連携の上、適切な機

関等へつなぐこと。 

   ・ 本事業を委託により実施する場合、受託事業者は、事業を実施するに

当たって、市町村と協議の上実施すること。 

  （市町村への報告） 

   ・ 事業の実施後は、伴走型支援拠点ごとに、相談件数や継続して支援し

た人数、地域包括支援センターからつながった件数、相談事由等の実績

を取りまとめ、市町村へ報告すること。なお、各市町村における事業評

価にあたっては、件数等の定量的な評価だけではなく、当該支援拠点に

おける地域課題解決機能等の定性的な評価の視点も取り入れることが望

ましいこと。  


